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平成 30年度 まちづくり懇談会ふれあいトーク 質問要望等経過対応報告一覧（藤岡地域） 

No. 自治会名 質問要望要旨 回答要旨 経過・対応報告 

1 株久根 

【ふれあいバス部屋線の停留所について】 

 巴波川南側地域には停留所が無く、一番近い場所で部屋出張所なの

で坂を上って橋を渡って行くには利用しづらい。人家内を運行していた

だければ幸いですが、道幅の狭さ、また、スピードが出せなく時間等も

かかると思いますので、以前のルートで桜づつみ停留所の復活と現在

埋立て工事中の避難所に停留所の新設をお願いします。 

【交通防犯課：TEL  21-2153 】  

 高齢化社会の進展に伴い、今後の公共交通の充実はますます重要に

なってくるなか、市内にはバス路線がない地域が多くありますことから、

現在新たな公共交通に関する計画の策定を行っているところでありま

す。 

 桜づつみ及び現在工事中の避難所へのふれあいバス運行につきまし

ては、バスだけでなくバス以外の方法も含め、新たな計画における全体

的な公共交通網の見直しの中で検討してまいりますので、当面は蔵タク

を含めたご利用をお考えいただきますようお願いいたします。 

【交通防犯課 TEL:21-2153】 

 市民の皆様からのご要望や、部屋出張所の利用者数が増えているこ

とから、部屋出張所から部屋南部桜づつみ公園までのルートを平成 31

年 3月 23日より運行することとなりました。 

 また、小山市とのバス連携について協議を進めたところ、小山市の新

規路線が新小山市民病院～間々田駅～部屋南部桜づつみ公園間を 3

月 13日に運行開始することとなりましたので、ご報告いたします。 

2 株久根 

【部屋地区に小中一貫校の検討について】 

 昨年度二中の卒業生が市内で一番少ない９名だったと聞きました。今

後、部屋小、藤岡二中はどのようになっていくのでしょうか。学校の存続

で自治会軒数にも影響が出てきます。株久根自治会は、２０軒ありまし

たが、今年また１軒減り１６軒となってしまいました。パーセントだと２０％

減になります。空き家対策は市としてやっていると思いますが、この状態

では他地区からの移住者は期待できません。 

【教育総務課：TEL21-2461】  

 平成２８年２月に「栃木市立小中学校適正配置基本方針」を策定し、

小学校では複式学級となる学校４校と中学校では１学年２学級に満たな

い３校、いわゆる小規模校について、子どもたちの教育環境を改善する

ため、適正配置を進めていくことにしました。 

 藤岡二中は対象学校であるため、昨年１月に保護者のアンケートを実

施したところ、８割以上が適正な学校規模にする必要性を感じ、８割近く

が統合に賛成という結果でした。そのため、地域や保護者の代表で構

成する「地元代表協議会」を昨年の８月に立ち上げ、４回の協議を重ね

た結果、「藤岡一中と統合することはやむを得ない」という合意が、今年

５月になされたところです。 

  今後は、藤岡一中側の地域の方や保護者の理解を得て、両校の代

表者による統合準備会を設置し、統合の時期など具体的な学校の在り

方を話し合っていく考えであります。仮に統合となった場合でも、スクー

ルバス等を検討し、生徒の登下校の安全を確保するとともに、地域での

生活を守りながら学校へ通う体制が取れるようにと考えています。 

 部屋小については、現在１００名を超える児童がおり、６学級が続くこと

から当分の間は今の規模を維持していくものと考えています。 

  なお、小学校と中学校を合わせて一つの学校と見なす小中一貫校

は、学校全体での児童生徒数は増加しますが、部屋小と藤岡二中の組

み合わせでは、１学年の人数が増えることはなく、教育環境の改善、特

に現在中学校で抱えている全教科で専門の先生の配置や部活動の充

実等の課題解決が図られないので、導入は難しいと考えています。 

 

【教育総務課 TEL:21-2461】 

 藤岡一中と藤岡二中の統合については、平成 30 年６月から８月にか

けて藤岡一中・二中の保護者等を対象とした説明会を開催し、その後設

置の統合準備会（自治会・保護者・学校長等の代表者）において統合の

時期など具体的な学校の在り方を話し合っているところです。 

また、９月に学区審議会から将来にわたる栃木市の学校の在り方の

指針である「栃木市学校適正配置の具体的な推進について」の答申を

いただき、 平成 31 年１月教育委員会において、答申を尊重し、あくま

でも児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据えた「栃木市立小中

学校適正配置基本構想」が策定されました。 

この基本構想は将来の推計児童生徒数を基に 10年後、20年後の学

校数の目安を地域別に表したものになります。 

今後、保護者や地域の皆様とともに学校適正配置に取り組んでいく

考えであります。 

なお、この基本構想は市ホームページに掲載しましたので、ご覧くだ

さい。 
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No. 自治会名 質問要望要旨 回答要旨 経過・対応報告 

3 帯刀 

【防災行政無線について】 

 帯刀西避難地にこのほど防災行政無線の設置工事が完了しているよ

うですが、平成２９年８月１７日付の書面通知によりますと工事完了後、

機器の動作テスト放送を３月中旬に実施、平成３０年４月から本格運用

開始とありますが、私の聞き違いかもしれませんが現在のところ放送さ

れていないように思われます。調査確認の程よろしくお願いします。 ま

た、部屋南部桜づつみ公園の音量が小山市と比べると小さいような気

がしますが、何か基準でもあるのでしょうか。 

【危機管理課：TEL21-2551】 

 帯刀の巴波川堤防上への防災行政無線設置は、予定どおり平成 30

年 3 月中に設置工事が完了しておりますが、ご指摘のとおり運用開始

が遅れてしまい、ご心配をおかけして大変申し訳ありませんでした。この

点につきましては、今年４月からの運用開始を予定しておりましたが、東

京電力による電気の供給のために必要な手続きに、不測の時間を要し

た事によるものであります。東京電力とは、２月に電気の供給に関する

協議を開始し、３月中に工事が完了する旨の連絡を受けておりました。

しかし、４月になっても工事が完了せず、改めて確認したところ、６月上

旬に完了する旨の連絡をいただいたため、帯刀自治会・石川自治会に

運用開始の通知を班内回覧した上で、６月７日から運用を開始したとこ

ろであります。 また、部屋南部桜づつみ公園の防災無線の音量につい

てでありますが、夕方５時の定時放送は、周囲の影響を考慮し、音量を

最大音量の７割に設定しております。しかし、災害時等は最大音量で放

送する様になっておりますので、ご理解をいただきたくよろしくお願いい

たします。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：危機管理課：TEL21-2551〕 

4 志辺 

【道路に関する要望について】 

 道路が狭くて火事などがおきた時、消防車が入りづらいので広くしても

らいたい。  

【道路河川整備課：TEL 21-2407 】  

 ご要望の路線は、市道 32163(旧 F3-257)号線外３路線であります。今

回の要望箇所のうち、主要地方道藤岡乙女線に平行した路線につきま

しては、事業化に向けた検討をいたしましたが、1 点目として道路排水を

放流する計画の水路を所管する国との調整がつかなかったこと、2 点目

として関係者との調整がつかなかったことにより、拡幅整備に至っており

ません。 

 また、それ以外の路線のうち過去に整備の要望をいただいている箇所

もございますが、現在、市では、生活道路の整備については、関係者の

同意や合意形成をいただいたうえで地元からの要望をうけ、整備する路

線を統一した基準により評価し、優先順位により整備を行っております

ので、ご理解をお願いいたします。 

 

【道路河川整備課：TEL 21-2407】 

自治会や関係者と面会し事業に対する調整を行っており、今後も引き

続き合意形成を図ってまいります。 

5 西前原 

【新川河川改良工事箇所の延長について】 

 新川河川の改良工事が平成２９年度において完了しました。今の工事

完成場所まででは台風時の大雨では川が氾濫して浸水してしまう可能

性があります。県道乙女線まで延長して改良工事を施工できませんか。 

【藤岡産業振興課：TEL62-0906】 

 新川の排水路工事につきましては、栃木県営の排水事業として、平成

２９年度に旧西前原排水機場から上流約２００ｍの区間で、従来より水

路幅を広げコンクリート製の擁壁を設置しました。 

 ご要望の箇所について事業主体である県に確認したところ、平成３０

年度においては、排水流下能力を確保するため、上流約８００ｍの地点

までの区間で、コンクリート打設による水路底版施工等の改良工事を予

定しているとの回答をいただいておりますので、ご理解の程よろしくお願

いします。 

 

【藤岡産業振興課：TEL62-0906】 

事業主体である県下都賀農業振興事務所に確認したところ、排水路

改良工事については、平成 30年 10月に着手し、平成 31年 3月末頃に

は完了見込みとのことです。 

また併せて、工事で利用している排水路右岸の農道について、厚さ

10ｃｍ程度の砂利充填を予定しているとの回答をいただきました。 
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No. 自治会名 質問要望要旨 回答要旨 経過・対応報告 

6 西前原 

【部屋小学校、藤岡第二中学校児童生徒数の減少に伴う具体策につい

て】 

 部屋小学校、藤岡第二中学校の児童生徒数が今後減少が見込まれ

ます。保護者は不安であり、今後どうなるか心配です。具体的に、小中

一貫校、統合等をいつ頃考えているのでしょうか。  

【教育総務課：TEL21-2461】 

 平成２８年２月に「栃木市立小中学校適正配置基本方針」を策定し、

小学校では複式学級となる学校４校と中学校では１学年２学級に満たな

い３校、いわゆる小規模校について、子どもたちの教育環境を改善する

ため、適正配置を進めていくことにしました。 藤岡二中は対象学校であ

るため、昨年１月に保護者のアンケートを実施したところ、８割以上が適

正な学校規模にする必要性を感じ、８割近くが統合に賛成という結果で

した。そのため、地域や保護者の代表で構成する「地元代表協議会」を

昨年の８月に立ち上げ、４回の協議を重ねた結果、「藤岡一中と統合す

ることはやむを得ない」という合意が、今年５月になされたところです。  

今後は、藤岡一中側の地域の方や保護者の理解を得て、両校の代表

者による統合準備会を設置し、統合の時期など具体的な学校の在り方

を話し合っていく考えであります。仮に統合となった場合でも、スクール

バス等を検討し、生徒の登下校の安全を確保するとともに、地域での生

活を守りながら学校へ通う体制が取れるものと考えています。 部屋小

については、現在１００名を超える児童がおり、６学級が続くことから当

分の間は今の規模を維持していくものと考えています。 なお、小学校と

中学校を合わせて一つの学校と見なす小中一貫校は、学校全体での児

童生徒数は増加しますが、部屋小と藤岡二中の組み合わせでは、１学

年の人数が増えることはなく、教育環境の改善、特に現在中学校で抱え

ている全教科で専門の先生の配置や部活動の充実等の課題解決が図

られないので、導入は難しいと考えています。 

 

【教育総務課 TEL:21-2461】 

 藤岡一中と藤岡二中の統合については、平成 30 年６月から８月にか

けて藤岡一中・二中の保護者等を対象とした説明会を開催し、その後設

置の統合準備会（自治会・保護者・学校長等の代表者）において統合の

時期など具体的な学校の在り方を話し合っているところです。 

また、９月に学区審議会から将来にわたる栃木市の学校の在り方の

指針である「栃木市学校適正配置の具体的な推進について」の答申を

いただき、 平成 31 年１月教育委員会において、答申を尊重し、あくま

でも児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据えた「栃木市立小中

学校適正配置基本構想」が策定されました。 

この基本構想は将来の推計児童生徒数を基に 10年後、20年後の学

校数の目安を地域別に表したものになります。 

今後、保護者や地域の皆様とともに学校適正配置に取り組んでいく

考えであります。 

なお、この基本構想は市ホームページに掲載しましたので、ご覧くださ

い。 

7 城山第１ 

【道路危険箇所に関するカーブミラー等設置要望について】 

 藤岡神社前水処理場脇の道路については、道幅が狭く、カーブがある

ため視界が極めて困難なので、対向車が来ると車のみならず歩行者も

ひやっとする事例が多くあるように思われます。この道路は、参拝者や

ウォーキングする人や板倉、館林に向かう道でもあるため利用者も多い

道路です。水処理施設のフェンスのところまで道路を拡張することがで

きれば安全にすれ違うことも可能だと思います。早急にできるところで、

カーブミラーの設置を要望します。 

 

【道路河川維持課：TEL55-7767】  

 ご要望のカーブミラーの設置につきましては、現在土地所有者である

栃木県と協議中であり、設置の承諾が得られ次第、設置の予定です。８

月末を目途に設置してまいります。  

【道路河川維持課 TEL: 21-2773】 

現在も土地所有者である栃木県と舗装整備の問題も含めて協議中で

あり、今後整備の承諾が得られ次第、整備してまいります。 

8 城山第１ 

【城山第１地内舗装工事について】 

 タイガーカワシマ北側の道路において、先日、タイガーカワシマより東

武線までの約２００ｍの舗装工事を実施していただきましたが、腰塚宅

前の道路４ｍ幅の片側０．６ｍ×長さ７０ｍが砂利で埋戻しして完成の

状態となっています。雑草の管理やタバコ、カン、ビンの投げ捨て、犬の

フンの始末等が発生してしまうため、道路幅いっぱい舗装工事を実施し

ていただきたい。 

 

【道路河川維持課：TEL55-7767 藤岡市民生活課：TEL62-0905】 

 ご要望の箇所につきましては、道路幅いっぱいまで舗装工事を実施い

たしました。  

 また、ゴミ等の不法投棄につきましては、不法投棄監視員と共にパトロ

ールを強化してまいります。 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：道路河川維持課：TEL21-2773 藤岡市民生活課：TEL62-

0905〕 
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No. 自治会名 質問要望要旨 回答要旨 経過・対応報告 

9 下町 

【藤岡駅東地区の整備・開発について】 

 同地区の整備・開発計画は具体的にどうなっているか知りたい。 

 計画が具体化しない原因は何か。無理な計画なら修正の余地はない

のか。 

 ※藤岡駅周辺はあまりにもさびれてしまい放置できない状況。このま

までは、栃木県・栃木市の南の玄関としてひどすぎるのではないか。 

【道路河川整備課：TEL 21- 2407】  

 藤岡駅東地区の整備・開発計画については、平成 11 年度から旧藤岡

町主催により、土地区画整理事業と併せた街路、駅前広場の整備を目

指して地元説明会や勉強会を開催し住民の合意形成を進めました。そ

の後、平成 17 年度からは地元関係者が主体となった「藤岡駅東地区ま

ちづくり研究会」が設立され、早期事業化に向けた検討を行ってまいりま

したが、事業化には至らなかった経緯がございます。 

 現在、市では、渡良瀬遊水地観光の玄関口として、都市計画道路藤

岡駅前通り線に付帯する駅前広場について、駅利用者の利便性を高

め、公共交通等の結節点としての機能強化・アクセス性の向上を図るた

めの事業化を目指し、地元関係者・栃木県及び東武鉄道(株)と協議を

行っております。整備には関係者の方々との協議・調整も要することか

ら、お時間をいただきたくご理解をお願いいたします。 

  

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：道路河川整備課：TEL 21- 2407〕 

10 小出山 

【道路拡張等について】 

 小出山の市道(小倉宅西側)は、拡張するため既に買収済であります。

しかし、一向に着工されず、毎年除草剤散布、除草の手入れを買収前

の地主が実施しております。また、買収済用地の北側は狭い道路巾に

加え、しの竹が密生しているため、カーブの視界が悪く、散歩する人たち

はこの区間において常に危険と隣合わせにあります。買収済用地の着

工とともに、カーブ部分の拡張、しの竹の除去をお願いします。 

【道路河川整備課：TEL 21-2407】 

 ご要望の路線は、市道 1077(旧 F11)号線であり、平成 6 年度から測

量、調査を行い、平成 10 年度に市道改良の説明会を実施しており、ご

指摘のとおり一部買収を行なっておりますが、関係者との調整がつかな

かったことにより未改良で休止となっている路線であります。再事業化

には関係者の方々との調整も要することから、お時間をいただきたくご

理解をお願いいたします。 

 

【藤岡産業振興課：TEL62- 0906】  

 道路に隣接した水路の法面に密生しておりますしの竹につきまして、

現地を確認したところ、カーブ区間の見通しが悪い状況でありますの

で、管理者であります地元の土地改良区に申し入れをいたしました。人

力での伐採は難しいことから、傾斜地でも対応可能な大型の専用草刈

機械を手配し、8 月までには除去を完了する予定で、その後も引き続き

適正に管理していくとの回答をいただいております。もう少しお時間をく

ださいますようお願いします。 

  

【藤岡産業振興課：TEL62- 0906】  

平成 30年 7月 18日、藤岡土地改良区にて除去作業を実施し、完了

しました。今後も引き続き適正に管理していくとの回答をいただいており

ます。 

11 小出山 

【側溝のコンクリート化について】 

 小出山の市道側溝のコンクリート化が一部未完です。このため、除

草、除草剤散布、落葉片付け等が日常化しています。 コンクリート化

により、上記作業が解消されるだけでなく、市道の実道路巾が広がるた

め、車の通行が安全に行えます。 現地調査の上、早期に対応を希望

します。  

 

【道路河川整備課：TEL 21-2407】 

 ご要望の側溝のコンクリート化につきましては、要望 No.4 の道路拡幅

等についての要望の路線であることから、道路拡幅に併せ側溝を整備

する予定でありますので、要望 No.4 の理由によりお時間をいただきたく

ご理解をお願いいたします。   

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：道路河川整備課：TEL 21- 2407〕 
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No. 自治会名 質問要望要旨 回答要旨 経過・対応報告 

12 西原中 

【乳幼児健診の藤岡町内での開催について】 

 数年前までは、藤岡保健福祉センターで乳幼児健診が実施されてい

たが、近年は大平地区と一緒に大平ゆうゆうプラザで実施されている。

乳幼児の母親同士が集まる貴重な情報交換の場でもあったため、再び

藤岡地区での開催を再開していただきたい。 

 （理由）地元藤岡地区の母親同士の情報交換をしたいが、大平地区と

の合同となると、どの人が藤岡地区の人なのか分からないため、藤岡

地区に限定して集まる以前のスタイルが良い。 

【健康増進課：TEL 25-3512】  

 乳幼児健診は、合併後も各地域ごとに行っていましたが、１回の対象

人数が６人～５０人と地域によって大きく異なり、対象人数が少ない地域

では、３～４か月に一度の実施となり、適切な時期に受診することができ

ないという状況にありました。また、市内及び近隣の小児科医が不足し

ていることから、獨協医科大学病院からも医師の派遣をいただいている

など、スタッフの確保にも苦慮しているところであります。このようなこと

から、皆さまに適切な時期に公平なサービスを受けていただけるよう、

平成２８年度から３会場で実施しているところです。ご指摘のとおり、藤

岡地域は、大平・岩舟地域と合わせた会場で受けていただいております

が、同じ地域の方だけでなく、他の地域の方と広く交流が図れるというメ

リットもあります。 

 なお、地元藤岡地域の母親同士の情報交換の場としては、藤岡保健

福祉センターにおいて子育て相談を隔月で実施しており、保育士による

ふれあい遊びや交流もありますので、ぜひご利用いただきたいと思いま

す。地域とのつながりが希薄となっている現在、子どもの少ない地域で

あるからこそ交流や情報交換を行うことはたいへん重要であると認識し

ておりますので、同じ地域に住む親子の交流が図れるサロンやふれあ

いの集いなどの実施について、更に検討していきたいと考えておりま

す。 

 

【健康増進課：TEL 25-3512】  

 平成 31 年度は、藤岡地域に居住する生後 4 か月から 9 か月児を対

象に「ぴよぴよ交流会」と称した親子交流会を開催します。保育士による

ふれあい遊びや保健師による育児情報の提供、身体計測、小学校区単

位でのおやこ交流や仲間づくりを行います。 

 実施は 2019 年 7 月と 2020 年 1 月を予定しており、対象の親子には

個別通知をいたします。 

 是非多くの親子のご参加をお待ちしております。 

13 北原上 

【道路改修に関する要望について】  

 北原上から西江川に向かう道路が路肩がくずれ、あまりにもひどい状

態です。通学道路でもあり、早急に現場を見て改修をお願いします。 

 

【道路河川維持課：TEL55-7767】  

 ご要望の路肩補修につきましては、現地を確認の上補修を実施いたし

ました。 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：道路河川維持課：TEL21-2773〕 

14 新井新田 

【用水池付近の路肩補修及び市道の本舗装に関する要望について】  

 新井新田地区にある天満宮隣接の用水池付近の市道が、過去の仮

舗装状態のままで、軽トラックがようやく通れる状態であり、特に用水池

隣接部分が路肩崩れで通行に支障が出る状態にあります。また、この

場所は通学路の近くにあるため、児童の安全対策を早急に立てる必要

があり、路肩の補修を含め本舗装を要望いたします。 

【道路河川維持課：TEL 55-7767】 

 ご要望の箇所につきましては、道路路肩部の法崩れが進み危険な状

態であるため、早急に安全対策工事を施工し対応いたします。また、用

水池全体の浸食が進み更に路肩崩れを起こすことが懸念されますの

で、安全確保のため早期に法面保護等の工事対応をしてまいります。 

 なお、ご要望の道路につきましては、市道部分については、今年度中

に舗装修繕工事を実施いたしますが、認定外道路部分については、本

舗装を実施しておりませんので、敷砂利等の補修で対応いたしますので

ご理解願います｡ 

 

【道路河川維持課：TEL21-2773】 

ご要望の箇所につきましては、平成 30 年 11 月に舗装補修工事及び

敷砂利補修を実施しました。なお、法面補修工事については、平成 31

年 3月実施いたしました。 

 

15 新井新田 

【市道上の木に関する要望について】  

 新井新田地区の市道上に大木が覆い被さり農業機械、自動車、歩行

者等の通行に支障が出ております。被さっている部分の枝切りか木の

伐採を要望いたします。 

 なお、当方から持ち主の方に連絡手段がありません。しかるべき対応

の程よろしくお願いいたします。住民から苦情が寄せられております。 

【藤岡市民生活課：TEL 62-0905】 

 個人所有地から樹木等が道路にせり出している場合、現地を確認し、

支障が生じていると判断された場合には、市より所有者の方に除草や

伐採などの土地の適正管理を指導しているところであります。 

 要望箇所につきまして、土地所有者への連絡手段がないという事です

ので、市で調査をし土地の所有者を確認し通知等により適正管理の指

導を行いました。 

 

【藤岡市民生活課：TEL62-0905】 

 土地所有者により枝切りがされました。 
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No. 自治会名 質問要望要旨 回答要旨 経過・対応報告 

16 中耕地 

【通学路の確保について】 

 通学路(三鴨小学校)として市道 2135号線を使用していましたが、通学

時間帯の通行量が多くて危険なため、現在は市道 31189号線と市道

31187号線に変更しました。しかしながら、市道 31189号線は一部簡易

舗装されておらず草むらの道路を通学していますので、簡易舗装を要望

いたします。 

 

【道路河川維持課：TEL 55-7767】  

 ご要望の箇所につきましては、今年度中に舗装工事を実施いたしま

す。  

【道路河川維持課：TEL 21-2773】 

ご要望の箇所につきましては、平成３１年２月に舗装補修工事を実施

いたしました。 

17 中耕地 

【表示物(板)を見やすくする】  

 市道 2142号線(中学通学路)の藤岡町甲の浄水場付近の表示物が、

笹が生え茂り自治会での対応が難しいので至急対応を要望いたしま

す。 

 また、浄水場の巡回管理等で早期に対応出来ないでしょうか。 

【藤岡市民生活課：TEL62-0905】 

 個人所有地内の雑草、樹木等が繁茂している場合、現地を確認し、不

法投棄の助長や道路へのせり出しで通学児童の安全・衛生上の問題が

懸念される時は、市より所有者の方に除草や伐採などの土地の適正管

理を指導しているところであります。 

 要望箇所につきまして、現地を確認したところ、不法投棄に関する啓

発看板が隠れるような状況なっておりますので、土地の所有者を確認し

通知等により適正管理の指導をいたしました。 

 

【藤岡市民生活課：TEL62-0905】 

 要望の場所は、所有者の方が複数人おられる場所で、全員の方に適

正管理通知を送付しました。現在、冬季という事もあり、下草等枯れた

状況ですが、まだ、啓発看板が隠れるような木枝の箇所もありますの

で、草木が繁茂する時期に再度、通知等により適正管理の指導をいた

します。 

18 大田和東 

【道路整備について】 

 大田和公民館、共同墓地南から西の農免道までは道路が水の道とな

り、押し流れています。舗装もデコボコで穴やくぼみがあるため水たまり

が残ります。場所的に通行する車もあり、歩行者は困っています。東の

土地に降る雨水を集める側溝を整備して舗装してください。 

【道路河川整備課：TEL 21-2407・道路河川維持課：TEL 55-7767】  

 ご要望の路線は、市道 31077(旧 F1-105)号線であり、平成 19 年度か

ら測量、調査を行い、平成 21 年度に市道改良の説明会を実施しており

ますが、関係者との調整がつかなかったことにより休止となっている路

線であります。再事業化には関係者の方々との調整も要することから、

お時間をいただきたくご理解をお願いいたします。 

 なお、舗装については傷みが激しいため、今年度中に舗装修繕工事

を実施いたします。 

  

【道路河川維持課：TEL 21-2773】  

ご要望の箇所につきましては、平成３１年２月に舗装補修工事を実施

いたしました。 

19 大田和東 

【道路整備について】 

 三毳山から南にある旧道で、一部整備がされていない部分が残ってい

ます。わずか１００ｍくらいですが南の道路からの水や東からの水が旧

道の西側の水路への水道になっています。道路上を水がいつまでも流

れていて、特に冬場には舗装表面が氷結して坂になっているので危険

ですし路肩も悪くしています。水たまりもいつまでも残り、砂利部分が掘

れているので整備してください。  

【道路河川維持課：TEL 55-7767・道路河川整備課：TEL 21-2401】   

ご要望の箇所につきましては、応急的な補修を行い、今後予算が確

保され次第舗装修繕工事を実施したいと思います。 なお、本年５月１

７日付で地元関係者連名による幅員６ｍへの拡幅の要望を受けたとこ

ろでありますので、現況を調査しまして本市が定めております生活道路

の評価を行い、道路整備基本計画と整合を図った位置づけをしてまいり

ます。  

 

【道路河川整備課：TEL 21-2401】 

本要望路線については、平成３１年度の整備路線評価委員会におい

て評価のうえ優先順位に従い対応いたします。 

 

【道路河川維持課：TEL 21-2773】   

ご要望の箇所につきましては、平成３１年３月に応急的な舗装補修を

実施いたしました。 
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No. 自治会名 質問要望要旨 回答要旨 経過・対応報告 

20 
参加者 

（新波東） 

【消防団の体制について】 

 今はみんなよそへ仕事に出てしまって人数が少なく、どこの地域でも

次の人を決めるのに四苦八苦しています。 

 消防団の活動は旧態依然の形態ですが見直しの必要性の有無はどう

でしょうか。例えば、我々世代は常に家にいて、消防団の経験があり少

なくとも消防ポンプのかけ方くらいはわかるので、そういった人に協力を

お願いするなどの方法もあると思います。最近、女性消防団とか聞きま

す。もう少し時代を反映させた体制にしていただきたいと思います。 

【消防長】 

 消防団員の確保が大変であるということは、全国的な状況です。栃木

市の対策として、平成 28 年度に消防団充実強化策というものを策定し

ました。その際、各自治会長と全消防団員にアンケートを取りました。そ

の中で団員確保という問題もあり、平成 29 年度に消防団再編計画を策

定しました。 

 この再編計画は、消防団員が集まらず団員確保が困難という地域に

ついては、分団の統合や自治会の要望によってこのくらい、というような

形で調整させていただくことで団員の確保に努めています。 

 また、昼間不在ということについては、機能別消防団員制度というもの

をつくり、昼間に限って消防団活動をしていただく方を募集し、現在、6、

7人程が入っていただいています。他にも、サポート制度のような消防団

に入りやすい環境づくりをやっています。 

 この再編計画については、平成 32 年（2020 年）を目標に、各分団、部

からも意見をいただいて団の再編をまとめる予定ですが、その間に団員

が集まらない等があれば、自治会から団員を通じてお話をいただけれ

ばご相談に乗りたいと思います。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：消防総務課：TEL23-3527〕 

21 
参加者 

（田中） 

【消防庁舎整備について】 

 ５署所についての警察との関係です。大変密接かと思いますが、警察

との距離が結構離れるのかと思います。警察との密接な関係について

はどのように対応していくのでしょうか。 

【消防長】 

 警察との関係では、今、こちらの指令課にホットラインが入っておりまし

て、至急連絡を取りたい際には連絡が取れる体制を敷いております。 

 距離が離れてもお互いにやり取りはできますので、心配はないと思い

ます。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：消防総務課：TEL23-3527〕 

22 
参加者 

（新波中） 

【自然災害に対しての消防力について】 

 新波は土地の低いところがあり、これから大雨のシーズンになると、水

が溜まって生活を脅かすようなことが度々あります。独居老人が多いの

で、そういう方がどうにもならなくなって消防に排水作業をお願いしてい

るケースが結構あります。庁舎の建替えという話ですが、火事に対する

消防力ということはわかるのですが、水害、自然災害に対しても遺漏な

く考えていただいているとは思いますが、そのあたりのお考えについて

聞かせてください。 

 

【消防長】 

 各地区の消防団と連携を図りながら対応して参りたいと考えておりま

す。 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：消防総務課：TEL23-3527〕 

23 

 

参加者 

（新波東） 

【災害時の消防団の広報について】 

 災害等の際に、消防団員が消防車で避難勧告などの広報をしていま

すが、消防車のスピードが速くて何を言っているのか聞き取れず、非常

に困ってしまいました。 

【消防長】 

 消防団には、住民の皆さんがわかるように走行してもらうようお願いし

ていますが、水害ともなると戸を閉めてしまうなど、なかなか聞き取りに

くいこともあります。防災行政無線も徐々に設置しておりますので、そち

らでも聞くことができるようになると思います。あとは、防災ラジオを購入

していただくことも、検討いただければと思います。現状では、最も聞き

やすい手段かと思います。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：消防総務課：TEL23-3527〕 
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24 
参加者

（道神） 

【ふれあいバスの路線について】 

 ふれあいバスの件ですが、以前は巴波橋を渡って桜づつみまで運行

していたのですが、巴波橋から向こうは廃止になり部屋出張所で止まっ

てしまいました。 民間の会社なら、利用者が少ないから本数を減らすと

か廃止にするのは分かりますが、市が税金で運営しているふれあいバ

スです。再び桜づつみまで延長していただきたい。また、以前は 9号線

という田んぼの中を通っていたのですが、できれば部屋地区の人家を通

していただければと思います。  今の時代は超高齢化社会で、高齢者

になったら免許証を自主返納しなさいと奨励しています。返納したら利

用するものはバスだけなのに、バスも無くなって自転車でここまで来なく

てはならないのでは、ひどい話だと思います。 蔵タクを利用してもらい

たいとかそういう意見もあろうかと思いますが、蔵タクは事前に予約をし

ないとなりませんので、よろしくお願いします。 

【生活環境部長】 

 部屋藤岡線は、計 17 本のバスが往復しています。始発から部屋出張

所まで 1時間 10分前後かかり、その後に藤岡駅まで行きますと約 2時

間かかるという状況になっています。人家の近くまで送ってもらいたいと

いう要望をいただいており、我々もなるべくそうしたいと思いますが、現

実的に始発から 2 時間もかかって栃木に行くような、使いづらいバスと

なってしまうということもありまして、延伸、延長、迂回は困難な状況であ

ることはご理解ください。 こちらのバスは、平成 28 年 4 月の見直しで、

桜づつみ、石川入口、田中入口、帯刀入口の 4 つの停留所が廃止にな

りました。そちらの住民の方が、部屋出張所の停留所まで橋を渡って来

るのは遠くて大変だということは私もお話を聞いてわかっていますが、去

年も申し上げたのですが、できれば蔵タクを使っていただけたらありが

たいと思います。実は、現在、新しい交通網計画を作成しており、今年

度中に新しいふれあいバスと蔵タクの運行計画を作成しますので、その

中で皆さんのご意向を反映させていきたいと思っています。新しいダイ

ヤでの運行は、バスの契約等もあるので平成 31 年度の後半になってし

まうと思います。それまでの間は申し訳ないのですが蔵タクを併用しても

らえればと思います。 

 

【交通防犯課 TEL:21-2153】 

ご要望をいただいております、部屋出張所から部屋南部桜づつみま

での運行につきましては、平成 31 年 3 月 23 日からの運行することとな

りました。 

 部屋地区集落内への運行につきましては、路線バスは 365 日運行し

ており、安全が最も重要であります。 

 集落内は対向車が直前までわからない見通しが悪い場所や、対向車

とのすれ違いができない場所がありますことから、他のルートも含め、引

き続き検討してまいりたいと考えております。 

25 
参加者 

（道神） 

【渡良瀬の運動公園の水はけについて】 

 渡良瀬運動公園の件です。少し強い雨が降ると、低い場所に波が立

つ程水が溜まってなかなか引かず、当日が良い天気でも利用できませ

ん。以前は、雨水が地下に浸透していました。平成 23年の関東東北地

震の際に液状化になり、それを整備する際に、予算の関係で、単に平ら

にする整備をしてしまったと業者から聞きました。ぜひ、浸透する工法で

整備していただければありがたいと思います。 

【都市整備部技監】 

 渡良瀬運動公園は、河川の土地を市が国から借りて整備をしていま

す。かつては浸透していたが現在は排水が不良だということで、以前も

こういうお話を伺ったことはありますが、なかなか整備ができず申し訳ご

ざいません。工法や国との占用の問題等がありますので、関係機関と

詰めていきたいと思いますが、少しでも改善できるように改めて現場も

確認し、工法の検討や予算的な面でも少しでも何とか対応してまいりま

すので、少しお時間をいただきたいと思います。 

 

【公園緑地課 TEL 21-2778】 

 ご意見のグラウンドの水はけ不良については、表面勾配や土質、浸透

など様々な問題が原因となっており、解消には大規模な改修工事が必

要になると予想されます。他の公園施設でも多くの維持補修工事が必

要な状況がありますので、早期の実施は困難な状況でありますが、優

先度を考慮しながら対応したいと考えます。 

そのため、現状においては日常の維持管理の中で不陸の解消や砂

の補充などを行いながら、少しでも状況を改善し利便性を上げるよう努

めます。 

 

26 
参加者 

（新波東） 

【ふれあいバスの小山市への乗り入れについて】  

 ふれあいバスについての要望です。私は新波で民生委員をしており、

高齢者からいろいろと意見を伺いますが、新波地区の生活圏は小山、

野木の範囲です。買い物もほとんど小山、古河、野木で、医者について

は小山方面しかありません。しかし、バスを使って行く方法が無いので

す。タクシー券の補助はしていただいていますが、なかなかそれだけで

は不便で仕方がないと聞きます。可能であれば小山市と相談していた

だいて、こちらにバスを走らせていただくことはできないでしょうか。 

 

【生活環境部長】 

 ここでお約束はできませんが、可能かどうか小山市と話合いを持てた

らと思います。栃木市もそうですが、単に市で運行しているのではなく、

地域内の公共交通として国土交通省の許可をもらって運行しています。

そのため、市を超えてということではなく、市内ギリギリで収まるという感

じになる可能性が高いということをご理解ください。 

  

【交通防犯課 TEL:21-2153】 

他市町との公共交通連携につきましては、小山市との公共交通相互

の連携について協議を進めたところでありまして、平成 31 年 3 月 13 日

から小山市の新規路線が部屋南部桜づつみ公園へ運行することとなり

ました。 

 両市の市境部分での乗り継ぎ連携となりますが、ぜひご利用いただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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27 
参加者

（田中） 

【災害時の体制について】 

 ３年程前に 50年に 1度という災害に見舞われました。当時の問題を

踏まえ、どのようにここの住民たちに対して防災、避難について実施す

るのか。 栃木市は大きいので、栃木市に本部を置いて、藤岡、大平、

都賀といった形に分所を置いて、どのように連携を取って避難者を避難

させるのか。避難した人にどういう対応をするのかをお聞きしたい。 こ

の間の災害では、私も避難しました。実際に 2時少し過ぎに避難所に行

きましたが、玄関の所で皆さん靴とか長靴を履いている所で名前と地域

を書いてくださいと言われ、中に入ったら毛布も無く、いつ来るかはわか

らないということでした。そういう物が無いまま過ごしたので、危機管理と

して、例えば、この避難所には何名収容できるからどのくらいの物が必

要だ、食事がどのくらい必要だと、そういう対策ができていればお聞きし

たいと思います。 

【危機管理監】 

 これまで、栃木市は災害が少ないということを売りにしていた部分があ

り、具体的な対応というのは甘かったと感じております。そのような反省

を踏まえまして、市の防災の基本となる地域防災計画を、関東・東北豪

雨災害を契機として大幅な見直しを行っています。併せまして、災害時

の初動、避難所の運営がより円滑にできるようにマニュアルの整備を行

っています。 備蓄品については、基本的には数を充実させ、場所を防

災倉庫に備蓄し、円滑に各避難所まで配布できるよう運搬体制の整備

を行っています。 それから、実際に避難所に避難していただくまでの間

で最も重要なのは、情報です。避難勧告等を発令しても正確に伝わらな

いと意味がないため、現在は、緊急防災情報伝達システムの整備を積

極的に進めており、防災行政無線の整備を今年度完了する予定になっ

ています。 また、コミュニティ FM放送と防災ラジオの組合わせを活用し

ての情報を伝達、広報車、ケーブルテレビ、ツイッター等様々な方法を

使っての情報伝達など、どれも一長一短あって完璧な方法はありません

ので、できるだけ多くの方法を運用して住民の方々に情報を得ていただ

くという対応をしています。 それから、避難所の運営に関しても前回は

十分な対応ができなかった点は反省しております。その点も、避難所を

運営する運営部との協議を進めまして、保健師の配置等、できるだけ円

滑に対応するように努めているところです。  

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：危機管理課 TEL 21-2551〕 

28 
参加者 

（田中） 

【避難所での対応について①】  

 避難をした次の朝、現状がどうなっているのか避難者から市の職員に

問合せしたところ、わからないという答えで大変不愉快に思いました。市

の職員がそういう言葉を使うこと自体、危機管理ができていないと思い

ました。 

 それから、確かに保健師は来ていましたが、ただ来ているということだ

けで職員の方と一緒に端の方にいて何もしておりません。1時間に 1回

とか体育館の中を見回り、血圧や体の具合はどうだと確認してメモして

おくことが今後の対応につながると思います。何もしないでいたというこ

とは、危機管理も何もなかったと思います。 

 また、朝食にご飯（アルファ米）が配られました。お湯はありませんが

水でも作れます、水だと 1時間くらいかかりますということでした。7時頃

に配って水で 1時間くらいかかりますという話に避難者が納得します

か？避難して、あれもこれもできていない現状に戸惑いましたし、市の

職員が今度起きた時にどういう危機管理をもって対応するのかが一番

大切だと思いますので、そういったことができているのかどうかを含めて

お聞きしたい。 

 組織はできていないのでしょうか。 

 

【危機管理監】  

 3 年前にそのような対応しかできなかったということについて誠に申し

訳ございません。そういった経験を踏まえまして、今後はできるだけ円滑

な対応ができるよう、職員の意識を高めるとともに物資の面でも充実を

図っていきたいと考えています。そういったことは無いのが一番ですが、

次にそういったことがあった際には、きっちりと対応するよう取組んでい

きたいと思います。 

 組織に関しましては、地域防災計画の中で、避難所運営部、物資運搬

をする部署、健康面での対応をする部署、それ以外にもいくつか班があ

りまして、それぞれがどんな役割をするのかについて明確に定めており

ます。 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：危機管理課 TEL 21-2551〕 

29 
参加者

（宇佐宮） 

【避難所での対応について②】 

 防災計画があるのは当然だと思うのですが、避難所運営マニュアルと

いうのは作っていないのでしょうか。 作ってあるのであれば、そのマニ

ュアルで一応対応できる形になっているということでよろしいのでしょう

か。 

 

【危機管理監】 

 避難所運営マニュアルは作成してありますので、そのマニュアルで対

応できる形となっていることでご理解をいただければと思います。 【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：危機管理課 TEL 21-2551〕 
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30 
参加者 

（部屋上） 

【空き家対策について】  

 田舎においても最近空き家を目にするようになってきました。空き家の

奥、小さい道の奥にも家があり、生活している人がいるのに、手前の空

き家の草木が繁茂し、奥の人に非常に迷惑をかけている状況が見受け

られます。そういう空き家について行政ができる範囲はどこまでなのか、

持ち主がやらなくてはならないことはどのようなことなのか、現状はどの

ようになっているのか、そのあたりのことを教えていただければと思いま

す。 

【都市整備部技監】  

 栃木市内では空き家、空き地の問題は各地域で顕在化している状況

です。ご質問のように、空き家と言っても所有者がいらっしゃる訳なの

で、所有者の方に何とか努力していただければと思っていますが、市で

は空き家の活用という面でいろいろと支援を行っていますのでご紹介し

ます。空き家バンクという言葉をお聞きになったことがあると思います

が、空き家を売ったり貸したりしたいという方、逆に空き家を求めたいと

いう方もいますので、そういう人を結びつけるような制度を市では推進し

ています。まずは、所有者の方がその制度を活用いただければと思って

います。ただ、そうは言っても手に負えないという場合もありますので、

そうなると地域の方の協力等をいただかないと雑草が生い茂ってしまっ

たりゴミを捨てられてしまったりという環境悪化につながるようなこともあ

ります。そこに至らないように地域ぐるみで何とか取り組んでいただけれ

ばと思います。また、具体的な場所、建物があるようでしたら、個別に相

談に乗りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：住宅課 TEL 21-2451〕 

31 
参加者 

（部屋上） 

【空き家対策の現状について】  

 実際の事例ではないのですが、私自身もこの先、迷惑をかける立場に

なってしまうのではないかという感じもしているのです。地主さんや地権

者の方が後々まで完全にフォローできれば良いとは思いますが、なかな

か難しいと思います。  

 市では地主さん、地権者の方にきれいにしてください、などのフォロー

をしていると思います。また、固定資産税の徴収の問題などの絡みもあ

ると思いますが、そのあたりの現在の実態はいかがでしょうか。 

【都市整備部技監】  

 市の制度を紹介しますと、昨年度、空き家バンクに登録された件数は

102 件あり、一方でそれを求めたい方がいて契約が整ったというのが 67

件ありまして、事前に登録された方が、半分くらい求めたい方に結びつ

いたという実績があります。一方で、空き家の解体をして更地にして新

たな土地利用を考えていただこうという趣旨で、昨年度 115 件、空き家

解体の補助を利用いただいています。市としてもお手伝いできることも

ありますので、全く使えない空き家になる前に、早めに制度を活用でき

ないかという相談をしてもらえるとありがたいと思います。現在、空き家

をお持ちの方、将来心配されている方を含めて気軽に住宅課や総合支

所に相談いただければと思います。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：住宅課 TEL 21-2451〕 

32 
参加者 

（宇佐宮） 

【市道路側帯等の草刈りについて】  

 旧巴波川の堤防を利用した法面の高さが 3 メートルくらいの市道があ

り、近くに田んぼを持っている方が善意で草刈りをやってくれていまし

た。ただ、皆さん高齢化してできないということで市の方にお願いしまし

たが、毎年、草が伸びてしまって環境が非常に悪いです。市道は市内全

域で何千キロとあることは理解していますが、法面の 300 メートルも 400

メートルもあるところを個人で対応するのは絶対に無理なので、市で最

低でも年に 2回くらいは刈っていただきたいと思います。予算も伴いま

すので、考えていただければと思います。 

 それから、国交省の管轄になってしまうのかもしれませんが、草が茂っ

ていて、子どもたちが堤防から下りてくる際に見通しが悪く大変危険で

すので、階段両脇の草を刈ってください。 

 

【道路河川維持課長】  

 道路の路肩の草につきましては、伸びが速く、市としても対応できると

ころを順次対応しているところです。法面のお話ですが、土地改良区、

地先の管理者の方には草刈等をやっていただいていることは十分承知

しています。特に、部屋地区におきましては堤防との絡みがあり、占用し

ている市道については地先に関する路肩の部分は、業務委託で年に 2

回程刈っています。ただ、地先の管理については、ご発言いただいたと

おり何千キロという市道の管理があり、現場の職員が管理する部分もあ

ります。順次、できる部分を対応していきたいと考えております。ご要望

に即対応できるかというところは、安全の機能を阻害するところは、まず

市で対応していきたいと考えています。 

  

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：道路河川維持課 TEL21-2773〕 
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33 
参加者

（田中） 

【通学路への進入を防ぐ杭の設置について】 

 巴波橋を渡ってすぐ右に下りる通学路の道を車が走るのです。菜の花

の時期などは、採取する人が車を停めて採っていたりしますが、通学路

であって車の通る道ではないです。車が通れないように、第 1期工事が

終わった避難場所の下からも車が入れないように杭のようなものを打っ

ていただきたいと思います。これは、国交省との問題になるかとは思い

ますけれども、ぜひお願いします。 

 

【道路河川維持課長】 

 現場を道路管理者と確認し、対応できるところについては規制の対応

をしていきたいと思います 

【道路河川維持課 TEL 21-2773】  

ご要望の箇所につきましては、平成 30 年 11 月に車止めを設置いた

しました。 

34 
参加者 

（宇佐宮） 

【横断旗の設置について】  

 栃木市でも学校単位で通学路の安全点検を行い、道路管理者の皆さ

んと危険な場所等は把握しているとは思いますが、部屋の田中から出

てきて堤防の方に上がるように横切る所が通学路になっています。そこ

には横断歩道も無く、横断旗を入れる箱はあるけれど横断旗がありませ

ん。早急に横断旗を置いてください。 

 

【生活環境部長】  

 横断旗の件ですが、横断歩道の件も含めて現場を確認させてくださ

い。後日、担当の方でお伺いしますので、現場を確認してから検討させ

てください。 

【藤岡市民生活課 TEL 62-0905 】 

 横断歩道につきましては、県公安委員会が設置管理をしており、設置

には、待避所のスペースを確保等の要件があり、現状の道路形態での

設置は困難です。 

横断旗につきましては、道路の両側の箱に補充いたしました。 

 

35 
参加者 

（帯刀） 

【横断歩道の白線について】  

 部屋小のところの橋から桜づつみ方面の道路の横断歩道の白線が大

分薄くなってきています。ラインを引くことはできますか。 

 要望しないとやってもらえないのですか。 

【道路河川維持課長】  

 道路の路面標示についてはふたつに分かれていて、外側線という道

路の路肩部分の白線、注意喚起のためのカーブ注意、歩行者あり、と

いうようなものは市で引くことができます。しかし、横断歩道や停止線の

ような交通規制に関わるものは、公安委員会で引きます。それから、最

近では通学路に多いのですが、学童の安全確保の意味で、グリーンや

青の標示で路肩のところに歩行者帯、自転車通行帯を設けることも多い

です。市としても、安全上必要なところは順次、白線について対応してい

きたいと思います。また、中心線の黄色のラインは引けないのですけれ

ども、破線の追い越しができるようなところの標示については順次対応

していきますので、ご要望をいただければ早期に対応するようにしてい

きたいと思います。  

 要望のしないとやってもらえないのかという点につきましては、全部を

把握することができないので、まずはご要望をいただいたところを確認さ

せていただいて対応していきます。よろしくお願いいたします。 

 

【交通防犯課 TEL 21-2151】 

 現地確認を行い、桜づつみ方面に向かった道路の横断歩道２箇所に

ついて、栃木警察署に対し補修の要望をいたしました。 

 そのうち１か所の横断歩道については、道路両側の「止まれ」また「停

止線」の路面表示についても補修の要望をいたしました。 

 

【道路河川維持課 TEL21-2773】 

（横断歩道、停止線、中央線（黄色）を除く）区画線の設置につきまし

ては、ご要望をいただいた路線を含め、交通安全確保のため、今後随

時対応してまいります。 

36 
参加者 

（内町） 

【藤岡駅前開発について】  

 内町で藤岡駅の近くに住んでいます。毎年毎年駅前開発の話が出て

きます。3年前にも近辺の人が集まって、駅前開発の賛成、反対などい

ろいろな話が出ました。それ以降、全く話が無いのですが、最初に話が

出てから何十年も経っています。やるのか中止なのか、そろそろ答えを

いただきたいと思います。 

 

 反対がずっとあった場合には、ずっと平行線のまま行くということです

か。 

【建設部長】 

 現在も藤岡駅前の開発については進行中です。市では、渡良瀬遊水

地の玄関口であり、ぜひともやっていきたいという意志をもっておりま

す。そのため、今年度も調査費の予算措置をしており、事業に入りたい

と思っております。しかし、まだ少しご理解をいただけていない方がいら

っしゃるので、なかなか現地に入っていけない状況です。ご同意が得ら

れればすぐにでも入っていけるように考えております。決して止めるとい

うことは考えておりませんので、よろしくお願いします。 

 

 駅前広場に限らず、土木事業の場合、出だしの段階で 100 パーセント

の同意を得るというのは稀な案件です。そういう中では、ご賛同を得ら

れない方をご説得しながら進めていくのが現在の道路事業の現状で

す。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：道路河川整備課：TEL21-2407〕 
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37 
参加者 

（内町） 

【用途地域の変更について】 

 不動産業を営んでおり、佐野藤岡インターも近いこともあって、倉庫用

地や工場用地等のお話をいただきます。いろいろと調べていくと、工場

や倉庫業倉庫という種類の建物の許認可が下りにくい場所が非常に多

く、お客様からの問合せに対して対応できないということが最近非常に

多いです。その件に関して、藤岡地域では、用途地域が昭和 48年に制

定されてから何も変わっていないということで、本来ならば 10年に 1度

見直すことも可能な内容かと思います。見直しを検討できれば、若者の

住みやすい町ということで雇用の創出ができ、駅前の再開発にも併せて

都市計画を設定することで建物が建てやすい土地が増えると思います

が、検討の余地はありますか。 

【都市整備部技監】 

 土地のことについて、線引きという言葉はご存知かと思いますが、市

街化区域と市街化調整区域という、都市計画で市街化を図るべき区域

とそうではない区域との線を引いてあります。これについては、昭和 40

年代に制定したものがずっと来ているという状況で、基本的には市街化

区域に住居地域、商業地域等があります。倉庫業について言いますと、

50 号線に大規模な団地ができている場所があります。それについて

は、元々は市街化区域ではないのですが、最近、地区計画という特別な

計画を作り、一定の面積以上あれば開発を認めるという手法がありま

す。まずは、基本の都市計画の中で進めていきたいと考えております

が、企業等、ある程度大きい地域がまとまれば地区計画という手法もあ

るということでご理解をいただきたいと思います。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：都市計画課：TEL21-2431〕 

38 
参加者 

（内町） 

【国土調査の実施について】 

 お客様からご相談をいただいた案件で、20町歩くらい土地を借り、農

業をしやすいように境界の畝等を取り去って広く効率良くと農業をやって

いた方がいらっしゃったのですが、その方がお亡くなりになり、土地を返

還する際に、どこに境界があるのかわからなくなってしまっているという

問題があります。20町歩程の広大な土地の境界をすべて出すというの

は民間の方の資力では難しいと思います。それに関して、藤岡地域では

国土調査がほとんど進んでいないという状況があります。土地の境界

を、近代的な技術で行政にしっかり管理してもらえれば、簡単に解決で

きる問題ではないかと思います。境界の問題というのは、土地の売買に

おいて必ず発生する問題です。栃木市というひとつの市の中で地域毎

に格差がないように進めていただければ非常にありがたいと思います。 

【藤岡産業振興課長】 

 藤岡地域では、部屋地区について国土調査を進めていました。測量等

が終わりましたが、個人間の境界が確定できていない所があり、一部、

最後の認証が終わっていない所があります。現在のところは休止という

ことになっています。藤岡、赤麻、三鴨地区については、今のところ実施

の予定はございませんのでご了解ください。 

 

【副市長】 

 県に勤めていた時に、国土調査の担当部長、課長、担当者をやってき

ました。栃木市内では、岩舟町と大平町は完了しています。藤岡町は、

始まりましたが、休止をしています。それは、筆界を決めなければいけな

いなど、いろいろと難しい問題があります。土地を調査するというのは、

歴史を掘り返すことになり、昔の確執のようなものが波及してしまうこと

もあります。通常、国土調査は担当者が下から上に上がってくることは

ありません。なぜかと言うと、大変だからです。私が係長の時、宇都宮市

は地籍調査をやっていませんでした。今の知事が宇都宮市長だったの

ですが、県庁所在地なのに地籍調査をやっていないのは全国的にも珍

しいと話をしまして、一気に 5 人体制にして今や宇都宮市が一番やって

います。それくらい、首長のトップダウンで進めないとなかなか厳しい事

業です。国会でも所有者不明の土地がどんどん増えているということで

話が出ています。明治時代に作った昔の地図が多いのだと思います

が、今の技術では簡単に復元できますから、極力ご要望に応えられるよ

うに私も努力したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：藤岡産業振興課 TEL 62-0906〕 

39 
参加者

（底谷） 

【遊水地の地番について】 

 遊水地は、どこが道路になっていてどういう風になっているのか、あま

り案内も建てられないということで、困っているのです。一番困ったの

は、遊水地で落とし物を拾って警察に持っていったら、地番を書き入れ

ないといけないらしいのですが、地番が無いから丸一日かかってしまい

ました。 

【総合政策部長】 

 遊水地というのは非常に広い範囲かつ国が管理しているということ

で、先ほどのようなところもあるかもしれません。具体的な所があれば、

私どもに一度相談していただいて一緒に考えていくということになってし

まうかもしれません。いずれにしても、土地の扱いは難しい部分がありま

すが、市としても課題を認識しつつわかりやすい解決策を模索していき

たいと思います。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：遊水地課 TEL 62-0919〕 
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40 
参加者 

（底谷） 

【県南の中核市構想について】 

 また、空き家が随分多くなってきており、人口がどんどん減っていま

す。県南の中核都市、30万都市などを目指して大川市長さんも小山市

長さんといろいろとお話をされているみたいですが、どのように進んでい

くのか教えてください。 

【市長】 

 まず、中核都市を見据えて将来の基礎作りをしていくという考えがあり

ます。今後、地方は努力をしても人口減少が予想されます。国でも、今

後はそれぞれの自治体がそれぞれで公共施設等を持つのではなく、近

隣の自治体同士がいろいろなことを共有して連携して欲しい、そのよう

にしていく、ということを言い始めています。例えば、この間部屋地区で

出た話は、小山市のバスがそこに通っていて見える。小山市のバスに

乗れたら小山市に買い物に行ける、など、そういった話が現実として出

ています。すぐに合併するとかではありませんが、将来そうなった時に、

栃木市がしっかりとした基盤を作っていかなければ、対等にやっていけ

ないので、その基礎作りを私はしていきたいと思っています。 

 

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：総合政策課 TEL 21-2304〕 

41 
参加者 

（真弓中） 

【新斎場の建設場所について】 

 大川市長が選挙活動の中で、岩舟に斎場を作るのは遠すぎるのでは

ないかという市民の声が多く聞こえたというお話をしていました。この間

の議会でも、この話は市長から出ていましたが、焼き場が遠くなるという

意見もあるのだと思いますし、現在の焼き場を利用しながら増やすとい

う案もあるという話も聞きました。一般市民の方から、せっかく決まりか

かったものを大川市長になって壊すのはどうかという話が出ているのは

事実ですこの件について、私が聞いた話では、岩舟への火葬場建設を

このまま続行して欲しいという要望が多かったので、市長に答弁してい

ただけたらと思います。 

【市長】 

 大変難しい問題ですが、現在の斎場が老朽化していて、早く新築、改

修しなければならないということでこれまで市で取り組んできました。場

所をどこにするのか、規模をどうするのかについて、これまで時間をか

けてやってきた訳です。いろいろと段階を踏んで、検討委員会の中で 4

つ候補地を選んで、最終的にはひとつに絞って岩舟ということになりまし

た。私も、議員の皆さんも、選挙期間というのはいろいろな意見が聞こえ

る時期です。西方、都賀、栃木もそうですが、なぜそんなに端の方に行く

のか、一日で埋葬までできない。山あいなので、冬に凍結してしまい、ス

リップして怖い思いをしたといった、市民の意見が非常に多かったことは

事実です。事実なので言いますが、ある自治会連合会からもう一度考え

直してくれという陳情が出ているのも確かです。しかしながら、デリケート

な問題でありまして、現在の斎場がある場所も反対している訳ではない

というのも事実ですし、岩舟の方は市有地ですので、土地は買わないで

済むという有利な点もあります。では、どこが良いのかについては本当

に難しい問題です。議会の中でそういう質問が議員の中から出ましたの

で、私も、栃木市民全体の利便性、バランスを考え、あそこで良かった

のかという市民の意見を聞いたときに、本当にあそこで良かったのかと

いう疑問があることは確かでありますが、非常にデリケートな問題です

ので、慎重に検討し進めていかなければならない問題だと考えていま

す。今ここで、はっきりしたことは言えない状況です。 

 

【斎場整備室 TEL:21-2428】 
 斎場再整備事業につきましては、寺尾地区自治会連合会や西方地域
住民有志から斎場整備の見直しを求める陳情書が提出されたこと、南
部清掃工場跡西側において新たに２箇所の土砂災害警戒区域が指定
されたこと等から、８月に建設地を再検討することといたしました。 
しかし、栃木市議会９月定例会において、西方地域住民有志からの

陳情書が不採択になったこと、２１名の議会議員から再検討を中止し従
来の整備計画で速やかに事業を進める旨の申し入れがあったことか
ら、１１月に再検討を中止し、新斎場を利用される皆様の安全と安心感
の向上を図ることで、岩舟町三谷の南部清掃工場跡での新斎場建設を
進めることとしました。 
 なお、平成３１年２月に、南部清掃工場跡を新斎場とする都市計画決
定をさせていただきました。 
 

42 
参加者 

（底谷） 

【新斎場の設備について】 

 都市の焼き場は住宅街にありますが、煙は出ません。施設も昔みたい

なものではなく、とても効率の良いものになっています。初めから造るの

はもの凄くお金がかかります。今あるものを改良しながら、もっと煙が出

ないような効率の良いものを造ってもらって、反対がある所でがたがた

するよりも、プールや人を呼び込む施設を作ったりしたら良いと思いま

す。 

 

【市長】 

 確かに、今は迷惑施設ではないですね。都会に行くと住宅の真ん中に

出来ていますから、決して迷惑施設ではないと私も思っております。 

【斎場整備室 TEL:21-2428】 
 斎場再整備事業につきましては、寺尾地区自治会連合会や西方地域
住民有志から斎場整備の見直しを求める陳情書が提出されたこと、南
部清掃工場跡西側において新たに２箇所の土砂災害警戒区域が指定
されたこと等から、８月に建設地を再検討することといたしました。 
しかし、栃木市議会９月定例会において、西方地域住民有志からの

陳情書が不採択になったこと、２１名の議会議員から再検討を中止し従
来の整備計画で速やかに事業を進める旨の申し入れがあったことか
ら、１１月に再検討を中止し、新斎場を利用される皆様の安全と安心感
の向上を図ることで、岩舟町三谷の南部清掃工場跡での新斎場建設を
進めることとしました。 
 なお、平成３１年２月に、南部清掃工場跡を新斎場とする都市計画決

定をさせていただきました。 
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43 
参加者

（城南） 

【下水道の加入促進について】 

 下水道のことについてお聞きしたいのですが、現在、下水道は完備さ

れているのですが、未だに下水道に加入しない家庭もありますし、下水

道ではなくて浅い下水に流れるような形になって常に臭いが漂っていて

困っています。下水道に入らない人に対して、市から加入するように勧

められないのでしょうか。 

【建設部長】 

 市では、下水道を引いた場所については、下水道に入っていただきた

いとお願いしています。本来、下水道に入っていただければ、臭い等の

問題は起こりません。もし、具体的な地区がわかれば、会議が終わって

から教えていただいて、担当に伝えたいと思います。繰り返しになります

が、市は、間違いなく下水道につないでいただきたいという考えですの

でよろしくお願いします。  

 

【企業経営課 TEL 25-2104】  

下水道への未接続世帯の方には、広報誌による啓発や戸別に訪問

させていただき、パンフレット等により下水道の必要性や接続のお願い

を行っています。 

戸別訪問としましては、平成 30年 10月から 12月にシルバー人材セ

ンターへの業務委託により 526 世帯を訪問したほか、平成 31 年 2 月を

下水道普及啓発月間として職員により 309 世帯を訪問し、接続のお願

いをいたしました。 

ご質問のありました地域におきましても、平成 30 年 9 月に 15 世帯を

訪問しお願いをして参りました。 

今後も接続率向上のため、継続して取り組んで参ります。 

 

44 
参加者 

（太田南） 

【市道の排水対策について】  

 私の住んでいる地域は農村地域で側溝が無い場所が多くあります。そ

のため、道路に流れ出した雨水が低いところに流れてきて、宅地内や隣

接の畑等にひどい時は 20センチくらい溜まってしまいます。そこから先

に排水する場所がないため、私の家では水中ポンプを使い、40 メートル

くらいのホースで市道の側溝に流すという対策を何十年も前からやって

います。このことは、旧藤岡町の時代から町の職員とも相談しているの

ですが、最終的には県道の側溝に流すように傾斜をつけて市としての

側溝を整備するしかないだろうと話を聞いています。県道の方は、片方

はコンクリートの側溝ですが片方は土側溝なので、市と県で話し合って

傾斜が取れるような側溝を整備してもらいたいと思います。岩舟総合支

所から三鴨小学校へ至る県道が、農免道路と交換されて市道になると

いう情報も聞いています。そういったことと絡めて何とか整備してもらえ

ればありがたいと思います。 

 

【建設部長】 

 県道につなげれば、というお話ですが、言いにくいのですが、県はなか

なか宅地の排水までは受けていただけません。県の考えでは、県道に

ついている側溝については、県の道の排水を主とするものですので、栃

木市がお願いしても県道につないで良いかどうかというのはあまり良い

回答はいただけない状況です。会議の後に改めてお話を伺った上で、

市として何ができるのかを検討させていただきたいと思います。 

【道路河川維持課 TEL 21-2773】 

 ご要望の箇所につきましては、今後も、県に対して側溝の整備を要望

してまいります。 

【再質問】 

 県の方としては、県道の水しか扱わないという方針だということです

が、現実問題として市道の側溝が県道の方に流れ込んで県道の側溝で

受けているという状況は結構多くあるように思いますが、そのあたりはど

うなのでしょうか。 

 

【建設部長】 

  県道の大きさというものは大体決まっていますので、それで排水が

受けられるかどうかという判断が入ります。すべてがすべてということで

はないと思います。 

45 

参加者 

（新井本

郷） 

【側溝の蓋について】 

 佐野へ向かう道路に昔からの側溝があります。傷んだ蓋を修理するに

あたり規格外だということで、部品があるものについてのみ補修してもら

いましたが、三鴨小学校の前の側溝の蓋は開いていて、応急手当とい

うことでポールを立てたまま 1か月くらいは経っていると思います。幸い

にして、反対側に歩道があるので子どもたちは通らないのですが、放置

しておくと非常に危険です。早急に直すようお願いします。また、側溝の

蓋が割れているようなところは徐々に補修していただきたいと思います。 

 

【建設部長】 

 会議の後に再確認させていただきたいと思います。規格外というの

は、多分、大きさの丁度良い蓋が無かったということだと思いますが、規

格外であっても蓋が開いていたのではおっしゃる通り危ないと思います

ので、会議の後に相談させていただきたいと思います。 

【道路河川維持課 TEL 21-2773】 

ご要望の箇所につきましては、確認いたしましたところ、蓋が特注品

のため業者に製品を発注していた箇所であり、安全管理のため保安設

備で対応していたところです。その後、蓋の納品があり平成 30年 9月に

補修済みであります。 
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46 
参加者 

（大谷田） 

【排水溝について・ヒューム管と溜枡の隙間について】 

 私たちの地区の墓地に行く道ですが、真ん中あたりが凹んでいるの

で、どうしても上の方の陸田から水が入ってきてしまいます。排水が悪

いので一度排水溝を作ってもらったのですが、パイプが細いのですぐ詰

まってしまいます。これについて 5月頃に道路河川維持課へお願いして

あります。もうひとつ、東谷津という田んぼに下りていくところに側溝があ

り、側溝が田んぼに入ってくる少し手前にヒューム管で左に曲げて溜枡

があるのですが、ヒューム管と溜枡の間が開いてしまって危険なため、

そちらもお願いしてあります。その前にも、三つお願いしてり、ひとつは

解決したのですが、その点をよろしくお願いします。 

 

【建設部長】 

この場でご回答というより、会議が終わったらきちんとお伺いします 

のでよろしくお願いします。 

【道路河川維持課 TEL 21-2773】 

ご要望の箇所につきましては、平成３１年度に補修を行う予定です。 

47 
参加者 

（大谷田） 

【防災行政無線が鳴らない】 

 数年前に市が付けたスピーカーがありますが、夕方 5時になると歌声

が流れるはずですがカットされています。地元の要望があったらしいの

ですが、他の人からはなぜ鳴らないのか理由を聞いてくれと言われまし

たので、理由がわかれば教えてください。場所は大谷田公民館のところ

です。 

 

【危機管理監】 

 5時の放送については、夜勤の方で眠れない等のクレームが入る場合

があります。緊急時の放送ですとご理解をいただけるのですが、対応と

して鳴らさないということもあります。今、ご質問をいただいた場所がどう

いう状況か、戻りまして確認をしてからご回答をしますので、後でご連絡

先をお聞きしたいと思います。 

【危機管理課 TEL 21-2551 】 

 ご質問を受けた防災行政無線の状況について確認したところ、夜勤の

方より防災無線の放送のため眠れない等のクレームを受けたため、夕

方 5 時の放送については、放送を停止している旨の説明し、ご理解をい

ただきました。 

48 

参加者

（大田和

西） 

【民地からの樹木の対応について】  

市道の上に木がはみ出してしまうことがあります。農機具も大型化し

てきているので、農機具で木の下が通れないという場所が何か所かあり

ます。担当者の方は、地主さんに連絡したと言っていますが、その後は

何の連絡もなくて一方通行です。そういった点も改善していただきたい。 

 

【藤岡市民生活課長】 

 個人の土地であれば、その方に適正管理通知をお出しするという方法

を取っています。こちらで木を切るということができませんので、その点

はご了承いただければと思います。帰りがけに場所をもう一度確認させ

ていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【藤岡市民生活課 TEL 62-0905 】 

現地を確認し、草木が道路にせり出している場所については、土地の

所有者を確認し通知等により適正管理の指導をいたしました。 

49 

参加者 

（大田和

東） 

【三鴨地区公民館の改修について】 

 市長、ここに入られて何か感じませんでしたか。まず、暗いと思いませ

んか。それと、クーラーの音も大きい。暖房はもっとうるさいです。ここに

入ってくるまでに、舗装のされていない駐車場、入口の所とか、市長さん

の住んでいるところと比べて、他と比べてどう感じましたか。 

【市長】 

 何度か私もここに来る機会がありました。確かに、古い建物であるとい

うことは認識しており、古いけれども皆さんが愛着を持って手入れを良く

して使っていただいていると思います。新しく立派に造るということは、な

かなか難しいかもしれませんが、今後、公共施設の再編を進めていく予

定ですので、一緒に検討していきたいと思います。 

【公民館課 藤岡公民館 TEL 62-4321】 

 三鴨地区公民館照明機器は平成３０年１１月に講座室シーリングライ

ト５台及び玄関ダウンライト５台の交換修繕を行いました。空調機及び

駐車場については、公共施設の再編事業個別計画（営繕計画）策定と

併せて検討してまいります。 

【再質問】 

 検討ということではなくて、市長さんがこんなものできるだろうと思いま

せんか。ぜひやってくださいという一言で良いのではありませんか。 

 

【市長】 

 承りました。 
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50 
参加者 

（真弓中） 

【メディカルセンターへの産科の開設について】  

 私も、下都賀病院単独の時代から、医療を考える会を立ち上げて、産

婦人科を要望し、県庁にも何回か訪れました。合併して、新たに病院が

建つという時に、産婦人科は無くても、後で産婦人科に出来るように部

屋をつくっておいて欲しいという要望を何回も出しました。女性は非常に

不安だということです。、アンケートでは、80パーセント近くの方が産婦

人科を求めておりました。市長が、公約の中でメディカルセンターに産婦

人科の開設を目指すというお話をしていますが、ぜひ開設していただき

たいと思います。私たちも、市長さんを囲んでこのような座談会を開きた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

【市長】  

 本当に市民の皆さんから産科の設置という要望が多いのです。そいう

ったことから、今回、私のマニフェストとしてメディカルセンターに産科を

ということをお約束しています。今まで 2か所の開業医の産科があって、

そこで 56 パーセントの方が出産していました。しかし、去年の 7 月に 1

か所が辞めてしまったので、今は 1か所しか産科がありません。16万都

市で 1 か所ということは、安心して子供を産み育てられる栃木市なのか

という疑問もありますし、市民の方からも困っているという声がたくさんあ

ります。おっしゃったように、メディカルセンターができる際、当初は産科

を置く予定でしたが、医師の確保が難しいということで、産科は無く婦人

科があります。議員だったころ、女性議員が 7名いましたので、その中で

いろいろなところへ要望活動、研究、調査をしてきました。これから、どう

していくかということですが、栃木市、栃木県、医師会、メディカルセンタ

ーの方に入っていただいて、検討委員会を立ち上げます。7 月 9 日に第

1 回の会議を開きまして、今年中に方向性を出したいと思っております。

何らかの形で出産ができる施設をつくりたいということで、これから検討

に入るところです。 

  

【健康増進課 TEL 25-3511】 

 市内で安心して出産できる環境整備を行うため、市医師会、とちぎメデ

ィカルセンター、栃木県の協力のもと「栃木市産科等開設検討会」を設

置し検討を重ねてきましたが、医師をはじめとするスタッフの確保が困

難なことに加え、とちぎメディカルセンター内には、現在、産科の設備が

ないこと、下都賀周産期医療圏における地域周産期医療機関の位置づ

けや、緊急時に対応する産科、小児科等の医療機関との連携など様々

な課題が上がりました。産科医不足の中で周産期医療が適切かつ円滑

に提供されるためには、個々の医療機関が機能に応じた役割分担を

し、連携体制を構築することが重要であることや、ハイリスクの分娩に備

えた高度な医療を提供するためには分娩の集約化が必要であるなど、

様々な意見をいただいたところであります。現状では早期に産科等の整

備を図ることは難しい状況でありますので、今後は、検討会の結果を踏

まえ、県南地域における産科の現状や子育て世代のニーズを把握する

ためのアンケート調査を実施し、子どもを産み育てる世代が住みやすい

街づくりのための施策を検討していきます。 

51 
参加者 

（本郷） 

【歩道のカラー舗装について（その①）】  

 本郷地区というのは、お寺があって、それから小学校の正門に来るの

ですが、あの通りは三鴨地区の通学路で 1番狭いです。前々回のふれ

あいトークの時に要望して、道路を拡げることは予算が無いからできな

いということで、道路に通学路と文字を書いてもらい、交通安全協会の

方と一緒に看板を立てることができました。今回お願いするのは、藤岡

駅に行く道路脇に緑と白い線が引いてありますが、それと同じようにで

きたらと思います。赤麻小学校と藤岡小学校は、子どもが通る目印とい

うか安全な通路がありますし、都賀、太田、高取方面、全部歩道があり

ますが、三鴨地区の本郷地区だけには無いのです。予算も大変だとは

思いますが、事故が起きる前に対応していただけますか。 

 私も子どもを守る会で、孫が中学生になるまで何年か毎日子どもを見

守っていたのですが、どうしても道路が狭くて、車が子どもたちの隣に止

まってすれ違いができない状況になっています。暗くて看板も少ないし、

とにかく危ないので、ぜひ、よろしくお願いします。 

 

【道路河川維持課長】  

 三鴨地区の対応が遅れて申し訳ありません。緑のラインというのは、

外側線の白のラインが入って、その内側に緑色が入るものかと思いま

す。あくまでも、歩道がない分、そこを歩行者帯として安全を確保すると

いうものです。年度内に対応させていただきたいと思います。  

【道路河川維持課 TEL21-2773】 

ご要望の箇所につきましては、平成 31年 3月に区画線設置工事を実

施いたしました。 
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52 
参加者 

（太田南） 

【ブロック塀の危険箇所について】  

 最近のブロック塀の事故の件です。既に調べてあるとは思いますが、

三鴨小学校の通学路の危険箇所は無いのですか。 

【教育部長】  

 教育委員会では、全 44 校のブロック塀について調査をいたしました。

残念ながら、14 校に基準に適合していないブロック塀があることがわか

りまして、今すぐやらなくてはならない場所、今にも崩れそうだという所は

既に壊しました。まだ手がつかない所については、近寄らないよう看板

の設置をしておりまして、今後、予算の確保をしながら適宜対応していき

たいと考えています。お尋ねなのは、学校の周辺、通学路等の危険なブ

ロック塀の件だと思いますが、現在、調査の手配をしております。教育

委員会では、通学路の交通安全プログラムという仕組みを持っており、

例年、学校、ＰＴＡ、地域の皆さんの協力を得ながら通学路の危険箇所

のチェックをしています。従来、交通安全、防犯といった視点が中心だっ

たのですが、今回、ブロック塀の倒壊の恐れという視点を含めて調査を

することになりました。調査結果がまとまれば、皆さんと共有をしながら

子どもたちの安全を守っていきたいと考えております。  

 

【学校施設課 TEL 21-2293】 

教育委員会において、通学路の交通安全プログラムおよび緊急の 

通学路におけるブロック塀等の学校、ＰＴＡ、地域の皆さんの協力を 

得ながら緊急調査を実施いたしました。その結果を基に、栃木警察 

署や道路管理者、建築課などと改善に向けた取り組みや情報の共有 

を図っております。また、調査結果を基に、各学校において児童生徒 

への通学路における安全指導を行っているところです。今後も交通 

安全プログラムに基づく通学路の安全点検を行いながら、危険個所 

の改善を図ってまいります。各自治会の皆まさにおかれましても、引 

き続き児童生徒の安全な通学路の確保について、ご協力頂きます様 

よろしくお願い申し上げます。 

53 
参加者 

（太田南） 

【歩道のカラー舗装について（その②）】  

 先ほどの通学路のグリーンのベルトの件ですが、三鴨小学校の通学

路に歩道の無い通学路が 2か所ありますので、その 2か所全体にグリ

ーンの道路標示を要望します。それから、県道で歩道が切れている所

があるので、そこを何とかしていただきたいのですが。 

 

【道路河川維持課長】 

 ただ今の件については、終了後に場所を教えていただきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

【道路河川維持課 TEL 21-2773】 

通学路のグリーンベルトの件につきましては、平成 31 年度以降危険

度の高い順に対応してまいります。 

県道の歩道整備につきましては、栃木土木事務所整備部に要望内容

を引き継ぎました。 
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54 

参加者 

（中根新

田） 

【高齢者の移動手段について（蔵タク・ふれあいバス・福祉タクシー券）】 

 ふたりの方の代理としてお話します。 

 まず、90歳の一人暮らしで歩くのが困難な方ですが、蔵タクができた

当初から利用していたけれど、予約が話中でつながらない、つながって

も利用者が多くて予約が取れない、栃木の国府地区に乗り換えなしで

は行けなくなってしまった、蔵タクが不便で困っており、ふれあいバスの

本数を減らして蔵タクに回して欲しいとのことです。 

 もうひとり、84歳で、メディカルセンターに行くのにふれあいバスを利用

したそうですが、藤岡の新町まで 1時間 40分かかり、時間がかかりす

ぎて利用できないと言っていました。やはり、ふれあいバスの本数を減ら

して蔵タクに回して欲しいし、蔵タクの運行間隔を 30分おきにして 1時

間に 2本走らせる、夏は午後 5時までに運行時間を延長すれば混雑が

緩和するのではないか、と話していました。他にも、蔵タクの予約ができ

ないために、通院をためらうというお話を聞いています。高齢者の移動

手段として福祉タクシー券がありますが、その利用緩和も図っていただ

ければと思います。  

【生活環境部長】  

 まず、蔵タクの受付の件ですが、朝 1 番の時間帯は利用者が多く、な

かなか希望者数と車両の台数が合わないという問題があります。藤岡

は、岩舟と藤岡のタクシー会社の車両が合わせて 3 台ありますが、1 台

に 4 人しか乗れないということで輸送人数に限界がある、ということもあ

ります。それから、電話がつながらないということ、大変申し訳ありませ

ん。 

 また、乗り換えのお話ですが、栃木市は南北に長い市であること、乗り

合いであること、1 時間で運行することから、乗り換えが運用上どうして

も必要という状況です。 

 バスを減らして蔵タクへというお話ですが、蔵タクは確かに高齢者の足

でもありますが、高校生や通勤の方の定時輸送、大量輸送という意味

合いもあり、どうしてもバスというツールは必要だというところで難しいと

ころがあります。 

 蔵タクの運行を午後 5 時までにして欲しいという点につきましては、現

在 4 時までになっています。栃木市内のタクシー会社やタクシーの数は

限られています。民間企業としての運営もあります。全部を蔵タクに回す

わけにはいかないということです。現在、今年度中に新しい公共交通計

画の見直しをしていますので、今のご意見を十分拝聴して、見直し案に

反映できるものはさせていただきたいと思いますので、もう少しの間ご辛

抱願います。  

 

【保健福祉部長】 

 福祉タクシーの拡充をというお話だったと思いますが、この福祉タクシ

ー券は、当初 12 枚でスタートしましたが、皆さまからのご要望により 24

枚に拡充しました。ふれあいバスと蔵タクには多くの経費がかかってい

ますし、福祉タクシーについても、昨年度は 4,300万円程の負担をしてお

ります。そういった意味で、公共交通という大きな括りで、ふれあいバ

ス、蔵タク、福祉タクシーといったものの総額で持続可能な公共交通を

形成していかなければならないと思っております。今後、公共交通計画

の見直しがありますので、私たちも一緒に入りながら、市民の皆さまの

使い勝手の良い形を目指して協議をしていきたいと思います。 

 

【交通防犯課 TEL 21-2153】 

 ふれあいバスにつきましては、定時・定路線の通勤や通学や、日常の

買い物の足として、現在年間約 22 万人の方にご利用いただいておりま

す。 

 また、蔵タクにつきましては、民間タクシー事業者の車両とドライバー

により運行しておりますが、主に高齢者の通院の足として、年間約 6 万

人の方にご利用いただいております。 
 蔵タク予約センターへのお電話が繋がりづらいことにつきましては、ご
不便をおかけしまして大変申し訳ありません。 
 オペレーターの受付業務につきましては、現在 4 名体制で行っており
ますが、朝の時間帯を中心にお電話が集中し、繋がりづらい状況にあり
ますことを、重ねてお詫び申し上げます。 
 親切・丁寧な応対には、ある程度の通話時間が必要となりますので、
オペレーター業務の効率化は難しい部分もありますが、少しでも電話が
つながりやすい方法を今後も検討してまいります。 
 蔵タクの乗り継ぎにつきましては、平成 23 年の運行当初から運行エリ
アを、南部、中央、北部の 3つのエリアに分け運行しております。 
 南部エリア（大平、藤岡、岩舟）と北部エリア（都賀、西方、寺尾、吹
上、国府）の移動につきましては、当初から乗り継いで移動いただいて
おりますので、ご不便をおかけしますが引き続き、乗り継ぎ移動にご協
力をお願いいたします。 
 当初から南部と北部エリア間の移動が乗り継ぎとなりました理由とい
たしましては、栃木市は合併し市域が広く大きくなったことから、１時間
以内に移動できる範囲で運行エリアを設定しております。 そのため、30
分単位の運行を行うには運行エリアの見直しや細分化など、利用者へ
の影響を慎重に検討する必要があると考えております。 
 蔵タクの運行の拡充についてでありますが、市では以前からタクシー
事業者との運行内容の見直し協議を行っておりますが、近年、タクシー
ドライバーが高齢化、ドライバー数も減少しており、制度の拡充には人
員の確保が難しい状況にあること、また、蔵タク制度そのものが民間タ
クシー事業の収益に影響しているとのご意見をいただくなど、蔵タクを取
り巻く環境は、年々厳しいものとなっております。 
 そのため、運行内容の拡充につきましては、現時点では難しい状況に
ありますが、引き続きタクシー事業者との慎重な協議、検討を行ってま
いりたいと考えております。 
ふれあいバスの運行縮小についてでありますが、ふれあいバスは現

在も 22万人以上の市民の皆様にご利用いただいております。 

 今後、自動車を運転できない方が増えることが予想される中、乗車定

員の少ない蔵タク車両では、市民の皆様の移動需要にお応えすること

が難しいと考えております。 

 そのため、ふれあいバスの利便性向上を図り、より利用しやすいふれ

あいバスを目指すため、現在、平成 32年春に向けた運行内容の大きな

見直しを予定しておりますので、バスを利用できる方につきましてはバ

スをご利用いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

55 

参加者 

（新井新

田） 

【通学路の舗装について】  

 天満宮に隣接する池の脇を通っている通学路の件です。雨が降ると

何か所も水溜りができ、両側が田んぼになっているため車が通行すると

児童の逃げ場がありません。側溝付きの舗装にする等、何らかの対応

をお願いします。 

 道路は一応、舗装になっています。舗装はかけてありますが、何か所

か穴が開いているというか、水溜りが相当できています。 

 

【建設部長】  

 道路に穴が開いているという点は、会議終了後にお話しさせていただ

いて、現場を確認させていただきたいと思います。 

【道路河川維持課 TEL 21-2773 】 

 ふれあいトーク終了後に現地を確認のうえ補修を実施いたしました。 
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56 

参加者 

（新井新

田） 

【樹木の処理費用の補助について】 

 天満宮に隣接の池の件ですが、長年自治会で管理していますが、法

務局では登記上は番地が無いために管理者がわかりません。資産税

課に伺って調べてもらいました。池及び林の一部が水路になっているが

管理者はすぐにはわからないとのことで、調査の上、文書で回答をもら

えることになっていますが、未回答です。その天満宮の樹木の枝が道路

にはみ出したり傾いたりしていて倒木の危険があるため、自治会の総会

で今年度中に伐採と枝切りをすることに決定しました。しかし、処理費用

が多額です。シュロの木は、費用の問題で敷地内に積んでおかざるを

得ませんでした。そこで要望ですが、水路の部分の処理費用の補助をし

ていただけませんか。また、シュロの木の処分をお願いできませんか。 

 水路の部分は多分、天満宮の敷地ではないと思うのです。それを調べ

たくて法務局に調べに行ったのですが、番地が付与されていないのでわ

からないと。 

 一応、自治会で管理をしていますが、資産税課からは未回答ですの

で、よろしくお願いします。 

 

【建設部長】 

 では、その水路については、今日お話を伺ったので、こちらで確認しま

す。後で連絡先を教えていただければと思います。水路が誰の管理に

なるのかを確認すれば、誰がどうするかの方向性も出ますので、再度確

認させてください。 

【土木管理課 TEL 21-2403】 

質問の地番の無い池ですが、その土地は平成１７年に県から栃木市

（旧藤岡町）に譲与され、栃木市が管理する土地です。 

 現地を確認したところ天満宮の法面に生えている木が年数とともに大

きくなり、池側に枝が伸び出てきている状況でした。 

 この様なことから、木は栃木市の所有ではないため、今後も自治会で

の管理をお願いします。 
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57 
参加者 

（中耕地） 

【若者の指導者づくりを行っている団体について】  

 若者の意見は、なかなか自治会の中でも集約するのが難しいです。市

として、若者の指導者づくりをやっている団体というものがありましたら

お聞きしたいのですが。 

【生涯学習部長】  

 若者のリーダーづくりということでは、生涯学習課において若者世代の

育成支援をしており、団体としては、とちぎ高校生蔵部というものがあり

ます。市内、市外の高校生が自主的にクラブに入り、その中で自分たち

のアイデアでどういったことができるのかを考え、自分たちで実行し、い

ろいろとイベントをやっています。これは、栃木市のまちづくりのため、若

者に目を向けていただき、興味関心を持っていただいて将来の栃木市

を担っていただこうという考えの下に支援している事業です。高校 2,3 年

生が主体の 30 人くらいの組織で、市内だけでなく市外の高校生でも栃

木市に関係がある高校生は参加しています。毎週水曜日に打合せをや

っていまして、職員が支援に入っています。また、栃木市では高校生議

会も実施しております。 

 

【総合政策部長】 

 市としては、若い人の意見、女性の意見、子育て世代の意見をもっと

もっと聴かなければならないということで、6 月 30 日に子育て世代の方

対象のふれあいトークを行いました。それと、若い人限定ということで、

若者世代ふれあいトークを 10 月 13 日の土曜日に実施し、若者の意見

を聴き執行部とのディスカッションをするような機会を増やしていきたい

と思っています。そのような中から、まちづくりや栃木市に関心を持つ若

者を育てていくという取り組みをしていきたいと思います。それから、地

域おこし協力隊という事業があります。これは、栃木市に関心のある若

者に市外から来てもらい、栃木市に住んでもらいながらまちづくり活動を

してもらう事業です。現に、若い女性の方が栃木市に住んで、地域に入

って地域の方とまちづくりを行っていますが、今、さらに地域おこし協力

隊を募集していますので、そういった中から何とか若い人を栃木市に呼

び込みたい。さらに言えば、まちづくりに既に関心のある人が市内の空

き店舗を活用して新しいお店をやるとか、若い人とのネットワークを作る

ということも少しずつ芽生えつつありますので、そういったものを大切に

しながら、若い人にもっと関心を持ってもらえる栃木市にしたいと思いま

す。皆さんにも、そういった視点の中でご支援をいただければと思いま

す。 

  

【左記回答要旨のとおり】 

〔担当課：生涯学習課 TEL 21-2489、 

シティプロモーション課 TEL 21-2317、総合政策課 TEL 21-2305〕 

 


